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(57)【要約】
【課題】フィールドプレートとゲート電極との間に発生
する容量を低減できる半導体装置及び半導体装置の製造
方法を提供する。
【解決手段】半導体装置の製造方法は、窒化物半導体層
３上にゲート電極８、ソース電極６およびドレイン電極
７を形成する工程と、ゲート電極８を覆い、ゲート電極
８の形状を反映した段差１３と、平坦部１４とを表面９
ａに有する絶縁膜９を形成する工程と、絶縁膜９上にマ
スク２０を形成する工程と、段差１３の側面１３ａがそ
の内側に位置し、ゲート電極８の上面８ａ端部がその外
側に位置する形状を備え、その深さ方向に向かって広が
るオーバーハング形状を有する開口部２０ａをマスク２
０に形成する工程と、マスク２０を利用して、段差１３
の側面１３ａから平坦部１４に向けて延在するフィール
ドプレート１０を形成する工程と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層上にゲート電極、ソース電極およびドレイン電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極を覆い、前記ゲート電極の形状を反映した段差と、前記段差から前記ド
レイン電極までの間に位置する平坦部とを表面に有する絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜上にレジストを形成する工程と、
　前記段差の側面がその内側に位置し、前記ゲート電極の上面端部がその外側に位置する
形状を備え、その上面から前記絶縁膜の前記段差までの距離が前記平坦部までの距離より
も近く、その深さ方向に向かって広がるオーバーハング形状を有する窓を前記レジストに
形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして利用して、前記絶縁膜上に金属材料を被着させ、前記段差
の側面から前記平坦部に向けて延在するフィールドプレートを形成する工程と、
　を備える半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記フィールドプレートの前記ソース電極側における端部の膜厚は、前記フィールドプ
レートの前記ドレイン電極側における端部の膜厚よりも厚い、請求項１に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項３】
　前記レジストを形成する工程は、
　前記絶縁膜上に第１マスクを形成する工程と、
　前記第１マスク上に設けられ、前記第１マスクよりも感光性が低い第２マスクを形成す
る工程と、
　前記第１マスク及び前記第２マスクに光を照射し、前記第１マスクの一部及び前記第２
マスクの一部を除去する工程と、
を有する請求項１又は２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　半導体層上にゲート電極、ソース電極およびドレイン電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極を覆い、前記ゲート電極の形状を反映した段差と、前記段差から前記ド
レイン電極までの間に位置する平坦部とを表面に有する第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜の前記段差および前記平坦部を含む表面に前記第１の絶縁膜とエッチ
ングレートの異なる第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜の前記平坦部上における領域の膜厚を減じる工程と、
　前記第２の絶縁膜上に、前記膜厚が減じられた領域上の部分を含み、前記段差から前記
平坦部の領域にかけて延在するフィールドプレートを形成する工程と、
を備える半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　半導体層と、
　前記半導体層上に設けられるソース電極と、
　前記半導体層上に設けられるドレイン電極と、
　前記半導体層上に設けられ、前記ソース電極と前記ドレイン電極との間に位置するゲー
ト電極と、
　前記ゲート電極を覆い、前記ゲート電極の形状を反映した段差を表面に有する絶縁膜と
、
　前記絶縁膜上に設けられ、前記段差の側面であって前記ゲート電極と前記ドレイン電極
との間の前記側面から前記ドレイン電極に向けて延在するフィールドプレートと、
を備え、
　前記フィールドプレートの前記ソース電極側における端部の膜厚は、前記フィールドプ
レートの前記ドレイン電極側における端部の膜厚よりも大きい半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信用増幅器等に用いられる窒化物半導体を含むトランジスタ（高電子移動度トラ
ンジスタ、ＨＥＭＴともいう）には、ゲート端等に加わる電界を緩和するため、フィール
ドプレートを設ける技術が知られている。フィールドプレートを設けることにより、ＨＥ
ＭＴに高電圧が印加された際におけるドレイン電流の減少（電流コラプス）等が抑制され
る。また、フィールドプレートは、ドレイン電極とゲート電極との間のカップリングを遮
蔽する効果も有する。例えば特許文献１には、ゲート電極を覆い、当該ゲート電極の形状
を反映した段差を表面に有する絶縁膜上に、フィールドプレートが設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２５３１８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の特許文献１のようなフィールドプレートが設けられることによって、絶縁膜を介
したフィールドプレートとゲート電極との間、及びフィールドプレートとドレイン電極と
の間に、容量が発生する。この容量によってＨＥＭＴの電気特性が劣化するおそれがある
ため、当該容量（特に、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量）を低減
することが求められている。
【０００５】
　本発明は、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を低減できる半導体
装置及び半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面に係る半導体装置の製造方法は、半導体層上にゲート電極、ソース電極
およびドレイン電極を形成する工程と、ゲート電極を覆い、ゲート電極の形状を反映した
段差と、段差からドレイン電極までの間に位置する平坦部とを表面に有する絶縁膜を形成
する工程と、絶縁膜上にレジストを形成する工程と、絶縁膜の段差の側面がその内側に位
置し、ゲート電極の上面端部がその外側に位置する形状を備え、その上面から絶縁膜の段
差までの距離が平坦部までの距離よりも近く、その深さ方向に向かって広がるオーバーハ
ング形状を有する窓をレジストに形成する工程と、レジストをマスクとして利用して、絶
縁膜上に金属材料を被着させ、段差の側面から平坦部に向けて延在するフィールドプレー
トを形成する工程と、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を低減できる半
導体装置及び半導体装置の製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】図２の（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図３】図３の（ａ），（ｂ）は、第１実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図４】図４の（ａ），（ｂ）は、第１実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する
図である。
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【図５】図５の（ａ），（ｂ）は、比較例に係る半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図６】図６は、比較例に係る半導体装置の一例を説明する図である。
【図７】図７は、第１実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図８】図８は、第１実施形態における第１変形例に係る半導体装置の断面図を示す。
【図９】図９は、第１実施形態における第２変形例に係る半導体装置の断面図を示す。
【図１０】図１０は、第１実施形態における第３変形例に係る半導体装置の断面図を示す
。
【図１１】図１１は、第１実施形態における第４変形例に係る半導体装置の断面図を示す
。
【図１２】図１２は、第１実施形態における第５変形例に係る半導体装置の断面図を示す
。
【図１３】図１３は、第１実施形態における第６変形例に係る半導体装置の断面図を示す
。
【図１４】図１４は、第１実施形態における第７変形例に係る半導体装置の断面図を示す
。
【図１５】図１５は、第２実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１６】図１６は、ＨＥＭＴにおける半導体層表面とフィールドプレートとの間の絶縁
膜の膜厚とコラプス率の関係を示すグラフである。
【図１７】図１７の（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明
する図である。
【図１８】図１８の（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明
する図である。
【図１９】図１９の（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明
する図である。
【図２０】図２０は、第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。
【図２１】図２１は、第２実施形態における第１１変形例に係る半導体装置の断面図を示
す。
【図２２】図２２は、第２実施形態における第１２変形例に係る半導体装置の断面図を示
す。
【図２３】図２３は、第２実施形態における第１３変形例に係る半導体装置の断面図を示
す。
【図２４】図２４は、第２実施形態における第１４変形例に係る半導体装置の断面図を示
す。
【図２５】図２５は、第２実施形態における第１５変形例に係る半導体装置の断面図を示
す。
【図２６】図２６は、第２実施形態における第１６変形例に係る半導体装置の断面図を示
す。
【図２７】図２７は、第２実施形態における第１７変形例に係る半導体装置の断面図を示
す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［本願発明の実施形態の説明］
最初に本願発明の実施形態の内容を列記して説明する。本願発明の一実施形態は、半導体
層上にゲート電極、ソース電極およびドレイン電極を形成する工程と、ゲート電極を覆い
、ゲート電極の形状を反映した段差と、段差からドレイン電極までの間に位置する平坦部
とを表面に有する絶縁膜を形成する工程と、絶縁膜上にレジストを形成する工程と、絶縁
膜の段差の側面がその内側に位置し、ゲート電極の上面端部がその外側に位置する形状を
備え、その上面から絶縁膜の段差までの距離が平坦部までの距離よりも近く、その深さ方
向に向かって広がるオーバーハング形状を有する窓をレジストに形成する工程と、レジス
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トをマスクとして利用して、絶縁膜上に金属材料を被着させ、段差の側面から平坦部に向
けて延在するフィールドプレートを形成する工程と、を備える半導体装置の製造方法であ
る。
【００１０】
　この製造方法では、上に記載したマスクを用いてフィールドプレートを形成することに
よって、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フィールドプレートのソー
ス電極側における一端は、ゲート電極の上面におけるドレイン電極側の縁よりも、ドレイ
ン電極側に位置することができる。フィールドプレートにおけるゲート電極の上面を覆う
部分では、フィールドプレートの効果（ドレイン電極とゲート電極とのカップリングを遮
蔽する効果）が得られるが当該効果は小さく、むしろフィールドプレートとゲート電極と
の間に発生する容量の増大につながる。上記製造方法によれば、ゲート電極の上面を覆わ
ないようにフィールドプレートを形成することができるので、フィールドプレートとゲー
ト電極との間に発生する容量を低減することができる。また、フィールドプレートによっ
てドレイン電極とゲート電極とのカップリングを遮蔽することができる。
【００１１】
　また、フィールドプレートのソース電極側における端部の膜厚は、フィールドプレート
のドレイン電極側における端部の膜厚よりも厚くてもよい。この場合、ソース電極からド
レイン電極に向かう方向において、フィールドプレートのドレイン電極側における端部は
、ドレイン電極に向かってその端部の厚みが減少することとなる。これにより、ドレイン
電極側における端部とドレイン電極との間に発生する容量を低減することができる。
【００１２】
　また、レジストを形成する工程は、絶縁膜上に第１マスクを形成する工程と、第１マス
ク上に設けられ、第１マスクよりも感光性が低い第２マスクを形成する工程と、第１マス
ク及び第２マスクに光を照射し、第１マスクの一部及び第２マスクの一部を除去する工程
と、を有してもよい。この場合、レジストに上記オーバーハング形状を有する窓を精度よ
く形成することができる。
【００１３】
　本願発明の異なる一実施形態は、半導体層上にゲート電極、ソース電極およびドレイン
電極を形成する工程と、ゲート電極を覆い、ゲート電極の形状を反映した段差と、段差か
らドレイン電極までの間に位置する平坦部とを表面に有する第１の絶縁膜を形成する工程
と、第１の絶縁膜の段差および平坦部を含む表面に第１の絶縁膜とエッチングレートの異
なる第２の絶縁膜を形成する工程と、第２の絶縁膜の平坦部上における領域の膜厚を減じ
る工程と、第２の絶縁膜上に、膜厚が減じられた領域上の部分を含み、段差から平坦部の
領域にかけて延在するフィールドプレートを形成する工程と、を備える半導体装置の製造
方法である。
【００１４】
　この製造方法では、第１の絶縁膜における段差からドレイン電極までの間に位置する、
第２の絶縁膜の平坦部上における領域の膜厚が減じられる。これにより、フィールドプレ
ートと半導体層との距離を近くし、電流コラプスを低減することができる。また、この製
造方法では、フィールドプレートが機能する部分以外の絶縁膜の膜厚を、厚く形成するこ
とができる。フィールドプレートにおけるゲート電極の上面を覆う部分では、フィールド
プレートを設けることによる効果（ドレイン電極とゲート電極とのカップリングを遮蔽す
る効果）が得られるが当該効果は小さく、むしろフィールドプレートとゲート電極との間
に発生する容量の増大につながる。上記製造方法によれば、フィールドプレートとゲート
電極の上面との距離を大きくでき、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容
量を低減することができる。また、フィールドプレートによってドレイン電極とゲート電
極とのカップリングを遮蔽することができる。
【００１５】
　本願発明の異なる一実施形態は、半導体層と、半導体層上に設けられるソース電極と、
半導体層上に設けられるドレイン電極と、半導体層上に設けられ、ソース電極とドレイン
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電極との間に位置するゲート電極と、ゲート電極を覆い、ゲート電極の形状を反映した段
差を表面に有する絶縁膜と、絶縁膜上に設けられ、段差の側面であってゲート電極とドレ
イン電極との間の側面からドレイン電極に向けて延在するフィールドプレートと、を備え
、フィールドプレートのソース電極側における端部の膜厚は、フィールドプレートのドレ
イン電極側における端部の膜厚よりも大きい半導体装置である。
【００１６】
　この半導体装置では、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フィールド
プレートのドレイン電極側における一端は、ドレイン電極に向かってその一端の厚みが減
少することとなる。これにより、ドレイン電極側における一端とドレイン電極と間に発生
する容量を低減することができる。
【００１７】
　本願発明の異なる一実施形態は、窒化物半導体層上にゲート電極、ソース電極およびド
レイン電極を形成する工程と、ゲート電極を覆い、ゲート電極の形状を反映した段差を表
面に有する絶縁膜を形成する工程と、ゲート電極とドレイン電極との間の絶縁膜上に開口
部を有するマスクを形成する工程と、マスクを用い、絶縁膜上に、ゲート電極とドレイン
電極との間における段差の側面からドレイン電極に向けて延在するフィールドプレートを
形成する工程と、を備え、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フィール
ドプレートのソース電極側における一端は、ゲート電極の頂面におけるドレイン電極側の
縁よりも、ドレイン電極側に位置する半導体装置の製造方法である。
【００１８】
　この製造方法では、フィールドプレートを形成するために用いるマスクの開口部が、ゲ
ート電極とドレイン電極との間の絶縁膜上に位置する。このマスクを用いてフィールドプ
レートを形成することによって、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フ
ィールドプレートのソース電極側における一端は、ゲート電極の頂面におけるドレイン電
極側の縁よりも、ドレイン電極側に位置することができる。フィールドプレートにおける
ゲート電極の頂面を覆う部分では、フィールドプレートの効果に対する寄与が小さく、む
しろフィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量の増大につながる。上記製造
方法によれば、ゲート電極の頂面を覆わないようにフィールドプレートを形成することが
できるので、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を低減することがで
きる。
【００１９】
　また、フィールドプレートの一端の端面と、フィールドプレート及び絶縁膜の界面とが
なす角度は、鋭角であってもよい。この場合、フィールドプレートの一端の端面と、ゲー
ト電極との間に発生する容量が低減される。したがって、フィールドプレートとゲート電
極との間に発生する容量を一層低減することができる。
【００２０】
　また、フィールドプレートのドレイン電極側における他端の端面と、フィールドプレー
ト及び絶縁膜の界面とがなす角度は、鋭角であってもよい。この場合、フィールドプレー
トの他端の端面と、ドレイン電極との間に発生する容量が低減される。
【００２１】
　また、フィールドプレートの一端は、段差の上面に接触していなくてもよい。この場合
、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を一層低減することができる。
【００２２】
　また、マスクを形成する工程は、絶縁膜上に第１マスクを形成する工程と、第１マスク
上に設けられ、第１マスクよりも感光性が低い第２マスクを形成する工程と、開口を有す
るフォトマスクを介して第１マスク及び第２マスクに光を照射し、第１マスクの一部及び
第２マスクの一部を除去する工程と、を有し、窒化物半導体層の厚さ方向において、第１
マスクにおける残存部は、ゲート電極に重なっていてもよい。この場合、第１マスクの残
存部によって、フィールドプレートを形成する金属原子がゲート電極上に入射されること
が抑制される。したがって、フィールドプレートのソース電極側における一端が、ゲート
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電極の上面におけるドレイン電極側の縁（端部）よりも、ドレイン電極側に位置するよう
に、フィールドプレートを精度よく形成することができる。
【００２３】
　本願発明の異なる一実施形態は、窒化物半導体層と、窒化物半導体層上に設けられるソ
ース電極と、窒化物半導体層上に設けられるドレイン電極と、窒化物半導体層上に設けら
れ、ソース電極とドレイン電極との間に位置するゲート電極と、ゲート電極を覆い、ゲー
ト電極の形状を反映した段差を表面に有する絶縁膜と、絶縁膜上に設けられ、ゲート電極
とドレイン電極との間における段差の側面からドレイン電極に向けて延在するフィールド
プレートと、を備え、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フィールドプ
レートのソース電極側における一端は、ゲート電極の上面におけるドレイン電極側の縁よ
りも、ドレイン電極側に位置する半導体装置である。
【００２４】
　この半導体装置では、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フィールド
プレートのソース電極側における一端は、ゲート電極の上面におけるドレイン電極側の縁
よりも、ドレイン電極側に位置している。フィールドプレートにおけるゲート電極の上面
を覆う部分では、フィールドプレートの効果に対する寄与が小さく、むしろフィールドプ
レートとゲート電極との間に発生する容量の増大につながる。この半導体装置では、ゲー
ト電極の上面を覆わないようにフィールドプレートが設けられているので、フィールドプ
レートとゲート電極との間に発生する容量を低減することができる。
【００２５】
　また、フィールドプレートの一端は、段差の上面に接触していなくてもよい。この場合
、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を一層低減することができる。
【００２６】
　本願発明の異なる一実施形態は、窒化物半導体層上にゲート電極、ソース電極およびド
レイン電極を形成する工程と、ゲート電極を覆い、ゲート電極の形状を反映した段差を表
面に有する絶縁膜を形成する工程と、ゲート電極とドレイン電極との間における段差の側
面からドレイン電極までの間の絶縁膜の内少なくとも一部の膜厚を薄くする工程と、絶縁
膜上に、ゲート電極とドレイン電極との間における段差の側面からドレイン電極に向けて
延在するフィールドプレートを形成する工程と、を備える半導体装置の製造方法である。
【００２７】
　この製造方法では、ゲート電極とドレイン電極との間における絶縁膜の段差の側面から
ドレイン電極までの間の絶縁膜の内少なくとも一部の膜厚を薄くする。これにより、フィ
ールドプレートと窒化物半導体層との距離を近くし、電流コラプスを低減することができ
る。また、この製造方法では、フィールドプレートが機能する部分以外の絶縁膜の膜厚を
、厚く形成することができる。フィールドプレートにおけるゲート電極の上面を覆う部分
では、フィールドプレートの効果に対する寄与が小さく、むしろフィールドプレートとゲ
ート電極との間に発生する容量の増大につながる。上記製造方法によれば、フィールドプ
レートとゲート電極の上面との距離を大きくでき、フィールドプレートとゲート電極との
間に発生する容量を低減することができる。
【００２８】
　また、絶縁膜は、第１絶縁膜と、第１絶縁膜上に設けられ、第１絶縁膜と異なる材料か
らなる第２絶縁膜と、を有し、絶縁膜の膜厚を薄くする工程は、ゲート電極とドレイン電
極との間における段差の側面からドレイン電極までの間の第２絶縁膜の一部を除去するこ
とにより、第１絶縁膜の一部を露出する工程を有し、フィールドプレートは、露出された
第１絶縁膜の一部上に延在して設けられてもよい。この場合、第１絶縁膜と第２絶縁膜と
は互いに異なる材料から構成される。このため、第２絶縁膜の一部をエッチングにて除去
する際に、第１絶縁膜をエッチングしないように選択比の高いエッチャントを用いること
ができる。したがって、第２絶縁膜の一部のみを精度よく除去することができる。
【００２９】
　また、絶縁膜は、第１絶縁膜と、第１絶縁膜上に設けられ、第１絶縁膜と異なる材料か
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らなる第２絶縁膜と、第２絶縁膜上に設けられ、第２絶縁膜と異なる材料からなる第３絶
縁膜と、を有し、絶縁膜の膜厚を薄くする工程は、ゲート電極とドレイン電極との間にお
ける段差の側面からドレイン電極までの間の第３絶縁膜の一部を除去することにより、第
２絶縁膜の一部を露出する工程を有し、フィールドプレートは、露出された第２絶縁膜の
一部上に延在して設けられてもよい。この場合、第２絶縁膜と第３絶縁膜とは互いに異な
る材料から構成される。このため、第３絶縁膜の一部をエッチングにて除去する際に、第
２絶縁膜をエッチングしないように選択比の高いエッチャントを用いることができる。し
たがって、第３絶縁膜の一部のみを精度よく除去することができる。
【００３０】
　また、ゲート電極とドレイン電極との間の絶縁膜上に開口部を有するマスクを形成する
工程を更に有し、フィールドプレートは、マスクを用いて形成され、ソース電極からドレ
イン電極に向かう方向において、フィールドプレートのソース電極側における一端は、ゲ
ート電極の上面におけるドレイン電極側の縁よりも、ドレイン電極側に位置してもよい。
この場合、フィールドプレートを形成するために用いるマスクの開口部が、ゲート電極と
ドレイン電極との間の絶縁膜上に位置する。このマスクを用いてフィールドプレートを形
成することによって、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フィールドプ
レートのソース電極側における一端は、ゲート電極の上面におけるドレイン電極側の縁よ
りも、ドレイン電極側に位置することができる。したがって、上記製造方法によれば、ゲ
ート電極の上面を覆わないようにフィールドプレートを形成することができるので、フィ
ールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を一層低減することができる。
【００３１】
　また、フィールドプレートの一端の端面と、フィールドプレート及び絶縁膜の界面とが
なす角度は、鋭角であってもよい。この場合、フィールドプレートの一端の端面と、ゲー
ト電極との間に発生する容量が低減される。したがって、フィールドプレートとゲート電
極との間に発生する容量を一層低減することができる。
【００３２】
　また、フィールドプレートのドレイン電極側における他端の端面と、フィールドプレー
ト及び絶縁膜の界面とがなす角度は、鋭角であってもよい。この場合、フィールドプレー
トの他端の端面と、ドレイン電極との間に発生する容量が低減される。
【００３３】
　また、フィールドプレートの一端は、段差の上面に接触していなくてもよい。この場合
、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を一層低減することができる。
【００３４】
　また、マスクを形成する工程は、絶縁膜上に第１マスクを形成する工程と、第１マスク
上に設けられ、第１マスクよりも感光性が低い第２マスクを形成する工程と、開口を有す
るフォトマスクを介して第１マスク及び第２マスクに光を照射し、第１マスクの一部及び
第２マスクの一部を除去する工程と、を有し、窒化物半導体層の厚さ方向において、第１
マスクにおける残存部は、ゲート電極に重なっていてもよい。この場合、第１マスクの残
存部によって、フィールドプレートを形成する金属原子がゲート電極上に入射されること
が抑制される。したがって、フィールドプレートのソース電極側における一端が、ゲート
電極の上面におけるドレイン電極側の縁よりも、ドレイン電極側に位置するように、フィ
ールドプレートを精度よく形成することができる。
【００３５】
　本願発明の異なる一実施形態は、窒化物半導体層と、窒化物半導体層上に設けられるソ
ース電極と、窒化物半導体層上に設けられるドレイン電極と、窒化物半導体層上に設けら
れ、ソース電極とドレイン電極との間に位置するゲート電極と、ゲート電極を覆い、ゲー
ト電極の形状を反映した段差を表面に有する絶縁膜と、絶縁膜上に設けられ、段差の側面
であってゲート電極とドレイン電極との間の側面からドレイン電極に向けて延在するフィ
ールドプレートと、を備え、ゲート電極とドレイン電極との間における側面からドレイン
電極までの間の絶縁膜の内少なくとも一部の膜厚が、絶縁膜の他の部分の膜厚よりも薄く
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なっている半導体装置である。
【００３６】
　この半導体装置では、ゲート電極とドレイン電極との間における絶縁膜の段差の側面か
らドレイン電極までの間の絶縁膜の内少なくとも一部の膜厚が、絶縁膜の他の部分の膜厚
よりも薄くなっている。これにより、フィールドプレートと窒化物半導体層との距離を近
くし、電流コラプスを低減することができる。また、この半導体装置では、フィールドプ
レートが機能する部分以外の絶縁膜の膜厚を厚くできる。フィールドプレートにおけるゲ
ート電極の上面を覆う部分では、フィールドプレートの効果に対する寄与が小さく、むし
ろフィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量の増大につながる。上記半導体
装置ではフィールドプレートとゲート電極の上面との距離を大きくでき、フィールドプレ
ートとゲート電極との間に発生する容量を低減することができる。
【００３７】
　また、絶縁膜は、第１絶縁膜と、第１絶縁膜上に設けられ、第１絶縁膜と異なる材料か
らなる第２絶縁膜と、を有し、絶縁膜の少なくとも一部は、第２絶縁膜が除去された領域
であり、フィールドプレートは、領域上に延在して設けられてもよい。この場合、第１絶
縁膜と第２絶縁膜とは互いに異なる材料から構成される。このため、第１絶縁膜がエッチ
ングされにくいエッチャントを用いて、第２絶縁膜の一部を除去することができる。した
がって、第２絶縁膜の一部のみが精度よく除去された半導体装置が提供できる。
【００３８】
　また、絶縁膜は、第１絶縁膜と、第１絶縁膜上に設けられ、第１絶縁膜と異なる材料か
らなる第２絶縁膜と、第２絶縁膜上に設けられ、第２絶縁膜と異なる材料からなる第３絶
縁膜と、を備え、絶縁膜の少なくとも一部は、第３絶縁膜が除去された領域であり、フィ
ールドプレートは、領域上に延在して設けられてもよい。この場合、第２絶縁膜と第３絶
縁膜とは互いに異なる材料から構成される。このため、第２絶縁膜がエッチングされにく
いエッチャントを用いて、第３絶縁膜の一部を除去することができる。したがって、第３
絶縁膜の一部のみが精度よく除去された半導体装置が提供できる。
【００３９】
　また、ソース電極からドレイン電極に向かう方向において、フィールドプレートのソー
ス電極側における一端は、ゲート電極の上面におけるドレイン電極側の縁よりも、ドレイ
ン電極側に位置してもよい。この場合、ゲート電極の上面を覆わないようにフィールドプ
レートが設けられているので、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を
一層低減することができる。
【００４０】
　また、フィールドプレートの一端は、段差の上面に接触していなくてもよい。この場合
、フィールドプレートとゲート電極との間に発生する容量を一層低減することができる。
【００４１】
　また、窒化物半導体層の厚さ方向において、フィールドプレートのドレイン電極側にお
ける他端は、絶縁膜の少なくとも一部に重なっていてもよい。この場合、フィールドプレ
ートの他端は、絶縁膜の薄くなった部分上に位置する。これにより、ソース電極からドレ
イン電極に向かう方向から見て、フィールドプレートの他端側がドレイン電極に対向する
面積が小さくなる。したがって、フィールドプレートとドレイン電極との間に発生する容
量を低減することができる。
【００４２】
　［本願発明の実施形態の詳細］
以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、以
下の説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いることとし
、重複する説明は省略する。
【００４３】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。図１に示されるように、
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半導体装置であるトランジスタ１は、基板２、窒化物半導体層（半導体層）３、電子供給
層４、キャップ層５、ソース電極６、ドレイン電極７、ゲート電極８、絶縁膜９、及びフ
ィールドプレート１０を備えている。トランジスタ１はＨＥＭＴである。窒化物半導体層
３と電子供給層４との界面に２次元電子ガス（２ＤＥＧ）が生じることにより、チャネル
領域が形成される。
【００４４】
　基板２は、結晶成長用の基板である。基板２として、例えばＳｉ基板、ＳｉＣ基板、サ
ファイア基板、又はダイヤモンド基板が挙げられる。
【００４５】
　窒化物半導体層３は、基板２の表面２ａからエピタキシャル成長した層である。窒化物
半導体層３の表面３ａ付近は、チャネル領域として機能する。窒化物半導体層３は、例え
ばＧａＮ層である。窒化物半導体層３の膜厚は、例えば３００～１６００ｎｍである。
【００４６】
　電子供給層４は、窒化物半導体層３上にエピタキシャル成長した層である。電子供給層
４の膜厚は、例えば１０～３０ｎｍである。電子供給層４は、例えばＡｌＧａＮ層、Ｉｎ
ＡｌＮ層、又はＩｎＡｌＧａＮ層等である。電子供給層４は、ｎ型化していてもよい。
【００４７】
　キャップ層５は、電子供給層４上にエピタキシャル成長した層である。キャップ層５の
膜厚は、例えば３～１０ｎｍである。キャップ層５は、窒化物半導体層であり、例えばＧ
ａＮ層である。キャップ層５は、ｎ型化していてもよい。
【００４８】
　ソース電極６及びドレイン電極７は、キャップ層５上に設けられている。ソース電極６
及びドレイン電極７は、オーミック電極であり、例えばチタン（Ｔｉ）層とアルミニウム
（Ａｌ）層との積層構造を有する。この場合、キャップ層５とＴｉ層とが互いに接触して
いる。Ａｌ層は、窒化物半導体層３の厚さ方向（以下、方向Ｄ２とする）において、Ｔｉ
層によって挟まれていてもよい。
【００４９】
　ゲート電極８は、キャップ層５上であって、ソース電極６及びドレイン電極７の間に設
けられている。ゲート電極８は、例えばニッケル（Ｎｉ）層と白金（Ｐｔ）層と金（Ａｕ
）層との積層構造を有する。ゲート電極８は、絶縁膜９によって覆われている。
【００５０】
　絶縁膜９は、第１絶縁膜１１及び第２絶縁膜１２を有しており、キャップ層５等を保護
する。第１絶縁膜１１には開口１１ａが設けられている。当該開口１１ａ内にはゲート電
極８が設けられている。第２絶縁膜１２は、ゲート電極８の上面８ａ及び側面８ｂを覆う
ように設けられている。したがって、絶縁膜９の表面９ａには、ゲート電極８の形状を反
映した段差１３と、段差１３からドレイン電極７までの間に位置する平坦部１４とが設け
られている。第１絶縁膜１１及び第２絶縁膜１２は、例えば窒化ケイ素（ＳｉＮ）膜、酸
化ケイ素（ＳｉＯｘ）膜、酸化窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）膜、又は酸化アルミニウム（Ａｌ
Ｏｘ）膜等から構成されている。第１絶縁膜１１の膜厚は、例えば２０～３００ｎｍであ
る。第２絶縁膜１２の膜厚は、例えば５０～８００ｎｍである。
【００５１】
　フィールドプレート１０は、例えば、基板２側からＮｉ層とＡｕ層との積層構造、又は
基板２側からＴｉ層とＡｕ層との積層構造を有する金属層である。フィールドプレート１
０は、ドレイン電極７とゲート電極８との間であって、絶縁膜９上に設けられている。具
体的には、フィールドプレート１０は、ゲート電極８とドレイン電極７との間における絶
縁膜９の段差１３の側面１３ａからドレイン電極７に向けて延在している。上記形状を有
するフィールドプレート１０が設けられることによって、ゲート電極８とドレイン電極７
との間のカップリングを遮蔽し、ゲート電極８の端部においての電界集中を緩和すること
ができる。フィールドプレート１０の膜厚は、例えば０．１～１．０μｍである。フィー
ルドプレート１０とゲート電極８の側面８ｂとの間には、容量Ｃ１が生じる。また、フィ
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ールドプレート１０とドレイン電極７との間には、容量Ｃ２が生じる。
【００５２】
　ソース電極６からドレイン電極７に向かう方向（以下、方向Ｄ１とする）において、フ
ィールドプレート１０のソース電極６側における一端１０ａは、ゲート電極８の上面８ａ
におけるドレイン電極７側の縁（端部又は上面端部）８ｃよりも、ドレイン電極７側に位
置している。フィールドプレート１０の一端１０ａの端面１０ａ１と、フィールドプレー
ト１０及び絶縁膜９の界面Ｉ１とがなす角度θ１は、鋭角になっている。また、方向Ｄ１
において、フィールドプレート１０のドレイン電極７側における他端１０ｂの端面１０ｂ
１は、ドレイン電極７とゲート電極８との間における平坦部１４上に位置する。フィール
ドプレート１０の他端１０ｂの端面１０ｂ１と、界面Ｉ１とがなす角度θ２は、鋭角にな
っている。方向Ｄ１において、平坦部１４上に位置するフィールドプレート１０の長さは
、例えば０．３～１．７μｍである。フィールドプレート１０の一端１０ａは、絶縁膜９
の段差１３の上面１３ｂに接触していなくてもよい。
【００５３】
　フィールドプレート１０とソース電極６とは、電気的に接続されている。つまり、フィ
ールドプレート１０は、ソース電極６と同じ電位を有する。したがって、ソース電極６と
ドレイン電極７との間に発生する容量は、フィールドプレート１０とドレイン電極７との
間に発生する容量も含むものとする。また、ソース電極６とゲート電極８との間に発生す
る容量は、フィールドプレート１０とゲート電極８との間に発生する容量も含むものとす
る。なお、フィールドプレート１０は、電気的に浮遊していてもよい。
【００５４】
　次に、図２～図４を用いながら第１実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する。
図２の（ａ）～（ｃ）、図３の（ａ），（ｂ）及び図４の（ａ），（ｂ）は、第１実施形
態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。
【００５５】
　まず、図２の（ａ）に示されるように、第１ステップとして、基板２、窒化物半導体層
３、電子供給層４、キャップ層５、ソース電極６、ドレイン電極７、ゲート電極８、及び
絶縁膜９を有するトランジスタ１ａを形成する。例えば有機金属気相成長法（以下、ＯＭ
ＶＰＥ（Organometallic　Vapor　Phase　Epitaxy）法とする）によって、窒化物半導体
層３、電子供給層４及びキャップ層５を基板２上に順番に形成する。例えば真空蒸着法に
よって、ソース電極６、ドレイン電極７、及びゲート電極８をキャップ層５上（窒化物半
導体層上）に形成する。ソース電極６及びドレイン電極７は、例えば、基板２側からＮｉ
層とＰｔ層とＡｕ層とから構成される積層構造を有する。ゲート電極８は、例えば、基板
２側からＴｉ層とＡｌ層とから構成される積層構造を有する。例えば化学気相成長法（以
下、ＣＶＤ（Chemical　Vapor　Deposition）法とする）によって、絶縁膜９の第１絶縁
膜１１及び第２絶縁膜１２を、ゲート電極８を覆うように形成する。第１絶縁膜１１及び
第２絶縁膜１２は、例えばＳｉＮ膜である。絶縁膜９の表面９ａに、ゲート電極８の形状
を反映した段差１３と平坦部１４（段差１３からドレイン電極７までの間の領域を指す）
とが設けられる。
【００５６】
　次に、図２の（ｂ）に示されるように、第２ステップとして、マスク（レジスト）２０
として第１マスク２１及び第２マスク２２を、トランジスタ１ａ上に順番に設ける。第１
マスク２１及び第２マスク２２はポジ型のレジストマスクであり、種々の塗布法（例えば
インクジェット法等）によって設けられる。第１マスク２１の厚さは例えば１２００μｍ
とし、第２マスク２２の厚さは例えば６００μｍとする。第１マスク２１の厚さは、少な
くともゲート電極８の厚さと、後述するフィールドプレート１０の厚さと、の合計よりも
大きければよい。第２マスク２２の感光性が第１マスク２１の感光性よりも低くなるよう
に、第１マスク２１及び第２マスク２２を構成する材料を選択する。
【００５７】
　次に、図２の（ｃ）に示されるように、第３ステップとして、例えばフォトリソグラフ
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ィによってマスク２０に開口部２０ａを設ける。具体的には、第１マスク２１に横に広が
った開口部２１ａを設けると共に、第２マスク２２に窓２２ａを設ける。第２マスク２２
の窓２２ａは、ドレイン電極７とゲート電極８との間の絶縁膜９の段差１３上に設けられ
る。方向Ｄ２から見て、窓２２ａは、絶縁膜９の段差１３における上面１３ｂに重ならな
い。段差１３の側面１３ａは、窓２２ａの内側に位置し、ゲート電極８の上面８ａの縁（
上面端部）８ｃは、窓２２ａの外側に位置している。例えば開口を有するフォトマスクを
介して第１マスク２１及び第２マスク２２に光を照射し、第１マスク２１及び第２マスク
２２に光反応領域を形成する。当該光反応領域を除去することによって、開口部２１ａ，
窓２２ａを形成する。これにより、開口部２０ａ（特に窓２２ａ）は、方向Ｄ２から見て
オーバーハング形状を有している。当該光反応領域は、第１マスク２１及び第２マスク２
２における光が照射される位置（光照射位置）から等方的に進む。このため、方向Ｄ１に
おいて、第１マスク２１の開口部２１ａにおけるソース電極６側の縁２１ａ１が、段差１
３の上面１３ｂ上に位置し、第１マスク２１の開口部２１ａにおけるドレイン電極７側の
縁２１ａ２が、平坦部１４上に位置するように、光反応領域を形成することが好ましい。
第２マスク２２の表面２２ｂに相当する窓２２ａの上面２０ｂから絶縁膜９の段差１３ま
での距離は、窓２２ａの上面２０ｂから絶縁膜９の平坦部１４までの距離よりも小さい。
また、上述のように第１マスク２１の感光性は第２マスク２２よりも高い。このため、方
向Ｄ２において、第１マスク２１の開口部２１ａの面積は、第２マスク２２の窓２２ａの
面積よりも大きくなる。なお、方向Ｄ２において、第１マスク２１における残存部２１ｂ
は、ゲート電極８の上面８ａに重なっている。当該残存部２１ｂは、ゲート電極８の上面
８ａにおける縁８ｃに重なってもよい。なお、方向Ｄ１における第２マスク２２の窓２２
ａの幅は、例えば０．１～１．５μｍである。以上より、マスク２０の開口部２０ａ（開
口部２１ａ、窓２２ａ）は、露光感度がそれぞれ異なる第１マスク２１及び第２マスク２
２から形成され、オーバーハング形状を有している。さらに開口部２０ａは、図２の（ｃ
）に示されるように、その内部に高さが異なる領域も有しており、ゲート電極８とドレイ
ン電極７との間における絶縁膜９の段差１３及び平坦部１４の上に配置され形成されてい
る。
【００５８】
　次に、図３の（ａ）に示されるように、第４ステップとして、マスク２０を用いて絶縁
膜９上に金属材料を被着させ、段差１３の側面１３ａから平坦部１４に向けて延在するフ
ィールドプレート１０を形成する。具体的には、第１マスク２１の開口部２１ａ及び第２
マスク２２の窓２２ａを介して、ドレイン電極７とゲート電極８との間における絶縁膜９
の段差１３の側面１３ａからドレイン電極７に向けて延在するフィールドプレート１０を
形成する。例えば真空蒸着法によって蒸着源である金属材料を蒸発させ、絶縁膜９上に被
着させることにより、フィールドプレート１０を形成する。また、フィールドプレート１
０を形成しない金属２３は、第２マスク２２上に堆積する。フィールドプレート１０は、
例えばＮｉ層とＡｕ層とから構成される積層構造を有する。
【００５９】
　次に、図３の（ｂ）に示されるように、第５ステップとして、マスク２０を除去する。
例えば、トランジスタ１から第１マスク２１をリフトオフ（剥離）することによって、第
１マスク２１及び第２マスク２２を除去する。この際、第２マスク２２上に堆積された金
属２３は、マスク２０と同時に除去される。以上によって、トランジスタ１を形成する。
【００６０】
　トランジスタ１の形成後、図４の（ａ）に示されるように、第６ステップとして、トラ
ンジスタ１上に絶縁膜２４を形成してもよい。これにより、フィールドプレート１０の短
絡及び酸化等が抑制される。絶縁膜２４は、例えばＣＶＤ法によって形成されるＳｉＮ膜
である。また、図４の（ｂ）に示されるように、第７ステップとして、ソース電極６に接
続される配線２５と、ドレイン電極７に接続される配線２６とを設けてもよい。絶縁膜２
４の一部を除去することによって露出されたソース電極６上に、配線２５を設けてもよい
。同様に、絶縁膜２４の一部を除去することによって露出されたドレイン電極７上に、配
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線２６を設けてもよい。配線２５，２６は、例えば厚さが３～５μｍのＡｕ層である。配
線２５，２６は、例えば真空蒸着法、スパッタリング、又はメッキ等により形成される。
フィールドプレート１０がソース電極６に接続されるように、配線２５が形成されてもよ
い。
【００６１】
　次に、図５～図７を用いながら、第１実施形態に係る半導体装置の製造方法の作用効果
について説明する。図５の（ａ），（ｂ）は、比較例に係る半導体装置の製造方法を説明
する図である。図６は、比較例に係る半導体装置の一例を説明する図である。図６は、図
５の（ａ）に示される半導体装置と同一である。図７は、第１実施形態に係る半導体装置
の断面図である。
【００６２】
　図５の（ａ），（ｂ）に示されるように、比較例に係る半導体装置の製造方法において
は、第１マスク３１には、絶縁膜９の段差１３が露出されるように開口部３１ａが設けら
れている。また、方向Ｄ２から見て絶縁膜９の段差１３における上面１３ｂに第２マスク
３２が重なるように、第２マスク３２の窓３２ａが設けられている。したがって、比較例
に係る半導体装置の製造方法においては、ゲート電極８の上面８ａの少なくとも一部を覆
うようにフィールドプレート３３を形成する。この場合、例えば図６に示されるように、
フィールドプレート３３と、ゲート電極８の上面８ａとの間には、容量Ｃ３が生じる。
【００６３】
　図５の（ａ）に示されるフィールドプレート３３の形状と、図５の（ｂ）に示されるフ
ィールドプレート３４の形状とは、互いに異なっている。これは、上述のように真空蒸着
法によってフィールドプレート３３，３４が形成されているためである。真空蒸着法によ
って蒸発した金属材料の原子は直進性が高くなる。ウェハ上に半導体装置が形成されてい
る時、蒸着源と半導体装置との位置関係及びウェハの傾きに依存して、蒸着源から半導体
装置に向かって直進する金属原子の方向は異なる。例えばウェハ内のトランジスタ１ｂ，
１ｃの位置が異なる場合、図５の（ａ），（ｂ）に示されるように、金属原子が蒸着源か
ら直進する方向Ｍ１，Ｍ２が互いに異なる。したがって、図５の（ａ），（ｂ）に示され
るように、形成されるフィールドプレート３３、３４の形状にばらつきが生じる。特に、
フィールドプレート３３におけるソース電極６側の一端３３ａ、及びフィールドプレート
３４におけるソース電極６側の一端３４ａの位置のばらつきが大きくなる。
【００６４】
　一方、図７に示されるように、第１実施形態に係る半導体装置の製造方法では、方向Ｄ
１において、第２マスク２２の窓２２ａにおけるソース電極６側の縁２２ａ１と、ゲート
電極８におけるドレイン電極７側の縁８ｄとの各々は、例えば方向Ｄ２に沿った点線Ｌに
重なるように形成されている。第２マスク２２の窓２２ａにおけるドレイン電極７側の縁
２２ａ２は、ドレイン電極７と、段差１３の側面１３ａとの間の絶縁膜９上に位置してい
る。また、方向Ｄ１において、第１マスク２１の開口部２１ａにおけるソース電極６側の
縁２１ａ１は、第２マスク２２の縁２２ａ１よりもソース電極６側に位置している。方向
Ｄ１において、第１マスク２１の開口部２１ａにおけるドレイン電極７側の縁２１ａ２は
、第２マスク２２の縁２２ａ２よりもドレイン電極７側に位置している。この結果、窓２
２ａの上面２０ｂから絶縁膜９の平坦部１４までの方向Ｄ２における距離は、窓２２ａの
上面２０ｂから絶縁膜９の段差１３までの方向Ｄ２における距離（ソース電極６側の縁２
１ａ１の高さ）よりも大きくなる。このため、フィールドプレート１０のドレイン電極７
側の端部ｅ１の膜厚は、ドレイン電極７側に向かって小さくなる。これにより、フィール
ドプレート１０の端面１０ｂ１とドレイン電極７とが対向する領域の面積が小さくなるた
め、それらの間の容量を低減することができる。また、結果としてフィールドプレート１
０のソース電極６側における端部ｅ２の膜厚は、フィールドプレート１０のドレイン電極
７側における端部ｅ１の膜厚よりも大きくなる。
【００６５】
　また、窓２２ａの上面２０ｂから段差１３までの方向Ｄ２における距離は、窓２２ａの
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上面２０ｂから絶縁膜９の平坦部１４までの方向Ｄ２における距離よりも小さい。この領
域においては、蒸着時において窓２２ａから入射する金属原子が、窓２２ａに対して忠実
に被着される。このため、方向Ｄ２において、段差１３付近におけるフィールドプレート
１０は、ゲート電極８の上面８ａとオーバーラップしないよう厳密に制御することができ
る。
【００６６】
　以上に説明したように、第１実施形態に係る半導体装置の製造方法によれば、上述に示
したマスク２０を用いてフィールドプレート１０を形成することによって、方向Ｄ１にお
いて、フィールドプレート１０のソース電極６側における一端１０ａは、ゲート電極８の
上面８ａにおけるドレイン電極７側の縁８ｃよりも、ドレイン電極７側に位置することが
できる。フィールドプレートにおけるゲート電極の上面を覆う部分では、フィールドプレ
ートを設けることによる効果（ドレイン電極とゲート電極とのカップリングを遮蔽する効
果）が得られるが当該効果は小さく、むしろフィールドプレートとゲート電極との間に発
生する容量の増大につながる。本実施形態によれば、ゲート電極８の上面８ａを覆わない
ようにフィールドプレート１０を形成することができるので、フィールドプレート１０と
ゲート電極８との間に発生する容量を低減することができる。また、フィールドプレート
１０によってドレイン電極７とゲート電極８とのカップリングを遮蔽することができる。
【００６７】
　また、フィールドプレート１０のソース電極６側における端部ｅ２の膜厚は、フィール
ドプレート１０のドレイン電極７側における端部ｅ１の膜厚よりも厚くてもよい。この場
合、方向Ｄ１において、フィールドプレート１０のドレイン電極７側における端部ｅ１は
、ドレイン電極７に向かってその端部ｅ１の厚みが減少することとなる。これにより、ド
レイン電極７側におけるフィールドプレート１０の端部ｅ１とドレイン電極７との間に発
生する容量を低減することができる。
【００６８】
　また、フィールドプレート１０の一端１０ａの端面１０ａ１と、フィールドプレート１
０及び絶縁膜９の界面Ｉ１とがなす角度θ１は、鋭角であってもよい。この場合、フィー
ルドプレート１０の一端１０ａの端面１０ａ１と、ゲート電極８との間に発生する容量が
低減される。したがって、フィールドプレート１０とゲート電極８との間に発生する容量
を一層低減することができる。
【００６９】
　また、フィールドプレート１０のドレイン電極７側における他端１０ｂの端面１０ｂ１
と、フィールドプレート１０及び絶縁膜９の界面Ｉ１とがなす角度θ２は、鋭角であって
もよい。この場合、フィールドプレート１０の他端１０ｂの端面１０ｂ１と、ドレイン電
極７との間に発生する容量が低減される。
【００７０】
　また、フィールドプレート１０の一端１０ａは、段差１３の上面１３ｂに接触していな
くてもよい。この場合、フィールドプレート１０とゲート電極８との間に発生する容量を
一層低減することができる。
【００７１】
　また、マスク２０を形成する工程は、絶縁膜９上に第１マスク２１を形成する工程と、
第１マスク２１上に設けられ、第１マスク２１よりも感光性が低い第２マスク２２を形成
する工程と、開口を有するフォトマスクを介して第１マスク２１及び第２マスク２２に光
を照射し、第１マスク２１の一部及び第２マスク２２の一部を除去する工程と、を有し、
方向Ｄ２において、第１マスク２１における残存部２１ｂは、ゲート電極８に重なってい
てもよい。この場合、第１マスク２１の残存部２１ｂによって、フィールドプレート１０
を形成する金属原子がゲート電極８上に入射されることが抑制される。したがって、フィ
ールドプレート１０の一端１０ａが、ゲート電極８の上面８ａにおける縁８ｃよりも、ド
レイン電極７側に位置するように、フィールドプレート１０を精度よく形成することがで
きる。また、マスク２０に上記オーバーハング形状を有する窓２２ａ（又は開口部２０ａ
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）を精度よく形成することができる。
【００７２】
　図８は、第１実施形態における第１変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図８に示
されるように、トランジスタ１Ａにおいて、ソース電極６及びドレイン電極７の各々は、
電子供給層４にオーミック接触するように設けられている。この場合、ソース電極６及び
ドレイン電極７の各々が設けられる前に、キャップ層５Ａの一部は除去される。キャップ
層５Ａの一部は、例えばレジストマスクを用いて除去される。この場合であっても、第１
実施形態に係る半導体装置と同等の効果を奏する。さらに、ソース電極６及びドレイン電
極７の各々における接触抵抗が低減される。したがって、一層良好な電気特性を有する半
導体装置が提供される。
【００７３】
　図９は、第１実施形態における第２変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図９に示
されるように、トランジスタ１Ｂにおいて、電子供給層４上にキャップ層５が設けられて
いない。このため、ソース電極６及びドレイン電極７の各々が電子供給層４にオーミック
接触されるように設けられている。また、ゲート電極８が電子供給層４に直接接触するよ
うに設けられている。この場合であっても、第１実施形態と同等の効果を奏する。さらに
、ソース電極６及び電子供給層４の間の接触抵抗と、ドレイン電極７及び電子供給層４の
間の接触抵抗とが低減され、高周波特性が向上した半導体装置が提供される。
【００７４】
　図１０は、第１実施形態における第３変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図１０
に示されるように、トランジスタ１Ｃにおいて、キャップ層５上の一部に絶縁膜４１が設
けられている。このため、ゲート電極８は、絶縁膜４１上に設けられている。絶縁膜４１
は、例えば窒化ケイ素（ＳｉＮ）膜、酸化ケイ素（ＳｉＯｘ）膜、酸化窒化ケイ素（Ｓｉ
ＯＮ）膜、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）膜、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）膜、酸化ハフ
ニウム（ＨｆＯ２）膜、又は酸化マグネシウム（ＭｇＯ）膜等である。この場合であって
も、第１実施形態と同等の効果を奏する。さらに、絶縁膜４１によってゲート電極８と他
の膜との短絡とを防ぐことにより、信頼性の高い半導体装置が提供される。
【００７５】
　図１１は、第１実施形態における第４変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図１１
に示されるように、トランジスタ１Ｄにおいて、基板２と窒化物半導体層３との間には、
バッファ層４２が設けられている。バッファ層４２は、例えばＡｌＧａＮ層である。この
場合であっても、第１実施形態と同等の効果を奏する。さらに、バッファ層４２が設けら
れることによって、トランジスタ１Ｄの短チャネル効果が抑制される。したがって、トラ
ンジスタ１Ｄのゲート長を短くすることができ、高周波特性が向上した半導体装置が提供
される。
【００７６】
　図１２は、第１実施形態における第５変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図１２
に示されるように、トランジスタ１Ｅにおいて、方向Ｄ２から見て、キャップ層５Ｂのゲ
ート電極８と接触する部分には、窪み４３が形成されている。当該窪み４３には、ゲート
電極８が充填されている。この場合であっても、第１実施形態と同等の効果を奏する。さ
らに、窪み４３が設けられることによって、ゲート端における電界が緩和されると共に、
高周波特性が向上した半導体装置が提供される。なお、窪み４３は、方向Ｄ２においてキ
ャップ層５Ｂを貫通する開口部であってもよい。この場合、ゲート電極８は電子供給層４
に接触する。
【００７７】
　図１３は、第１実施形態における第６変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図１３
に示されるように、トランジスタ１Ｆにおいて、方向Ｄ２から見て、キャップ層５Ｃのゲ
ート電極８と重なる領域及びその周辺には、窪み４４が形成されている。当該窪み４４に
は、ゲート電極８及び第１絶縁膜１１が充填されている。この場合であっても、第１実施
形態と同等の効果を奏する。さらに、窪み４４が設けられることによって、ゲート端にお
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ける電界が緩和され、高周波特性が向上すると共に、耐圧が向上した半導体装置が提供さ
れる。なお、窪み４４は、方向Ｄ２においてキャップ層５Ｃを貫通する開口部であっても
よい。この場合、ゲート電極８は電子供給層４に接触する。
【００７８】
　図１４は、第１実施形態における第７変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図１４
に示されるように、トランジスタ１Ｇにおいて、方向Ｄ２から見て、窒化物半導体層３、
電子供給層４、及びキャップ層５におけるソース電極６と重なる領域及びその周辺には、
ｎ＋領域４５が形成されている。同様に、方向Ｄ２から見て、窒化物半導体層３、電子供
給層４、及びキャップ層５におけるドレイン電極７と重なる領域及びその周辺には、ｎ＋

領域４６が形成されている。ｎ＋領域４５，４６は、例えばシリコン（Ｓｉ）、ゲルマニ
ウム（Ｇｅ）等のドーパントが、窒化物半導体層３、電子供給層４、及びキャップ層５に
おける他の領域よりも高い濃度にて含有されている領域である。この場合であっても、第
１実施形態と同等の効果を奏する。さらに、ｎ＋領域４５，４６が設けられることによっ
て、ソース電極６及びドレイン電極７の各々における接触抵抗が低減される。なお、ｎ＋

領域４５，４６は、キャップ層５のみに設けられてもよく、電子供給層４及びキャップ層
５のみに設けられてもよい。
【００７９】
（第２実施形態）
　図１５は、第２実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。図１５に示されるよう
に、半導体装置であるトランジスタ１０１は、基板２、窒化物半導体層３、電子供給層４
、キャップ層５、ソース電極６、ドレイン電極７、ゲート電極８、絶縁膜１０９、及びフ
ィールドプレート１１０を備えている。
【００８０】
　絶縁膜１０９は、第１絶縁膜１１、第２絶縁膜１２、及び第３絶縁膜１１１を有してお
り、キャップ層５等を保護する。第３絶縁膜１１１は、第２絶縁膜１２を覆うように設け
られている。したがって、絶縁膜１０９の表面１０９ａには、ゲート電極８の形状を反映
した段差１１３が設けられている。ゲート電極８とドレイン電極７との間における第３絶
縁膜１１１には、第３絶縁膜１１１が除去された領域である開口部１１１ａが設けられて
いる。すなわち、ゲート電極８とドレイン電極７との間における段差１１３の側面１１３
ａからドレイン電極７までの間の絶縁膜１０９の内少なくとも一部（平坦部１１４上にお
ける領域）１０９ｂの膜厚は、他の絶縁膜１０９の他の部分の膜厚よりも薄くなっている
。
【００８１】
　第３絶縁膜１１１は、例えば窒化ケイ素（ＳｉＮ）膜、酸化ケイ素（ＳｉＯｘ）膜、酸
化窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）膜、又は酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）膜等である。第２絶縁
膜１２と第３絶縁膜１１１とは、互いに異なる材料から構成される。したがって、同一の
エッチャントを用いた場合、第２絶縁膜１２と第３絶縁膜１１１とのエッチングレートは
互いに異なる。第３絶縁膜１１１の膜厚は、例えば５０～８００ｎｍである。また、第１
絶縁膜１１と第２絶縁膜１２とは、互いに異なる材料から構成されている。したがって、
同一のエッチャントを用いた場合、第１絶縁膜１１と第２絶縁膜１２とのエッチングレー
トは互いに異なる。第１絶縁膜１１と第３絶縁膜１１１とは、互いに同一の材料から構成
されてもよい。
【００８２】
　フィールドプレート１１０は、ソース電極６とドレイン電極７との間であって、絶縁膜
１０９上に設けられている。具体的には、フィールドプレート１１０は、絶縁膜１０９の
段差１１３の上面１１３ｂ上からドレイン電極７に向けて延在している。また、フィール
ドプレート１１０は、絶縁膜１０９の内少なくとも一部１０９ｂ上に延在して設けられて
いる。つまり、フィールドプレート１１０は、第３絶縁膜１１１の除去された領域である
開口部１１１ａ内に延在して設けられている。フィールドプレート１１０は、第１実施形
態のフィールドプレート１０と同一の積層構造を有している。
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【００８３】
　方向Ｄ１において、フィールドプレート１１０のソース電極６側における一端１１０ａ
は、ゲート電極８の上面８ａにおけるドレイン電極７側の縁８ｃよりも、ソース電極６側
に位置している。方向Ｄ１において、フィールドプレート１１０のドレイン電極７側にお
ける他端１１０ｂは、第３絶縁膜１１１上に位置している。具体的には、フィールドプレ
ート１１０の他端１１０ｂは、絶縁膜１０９の内少なくとも一部１０９ｂ（第３絶縁膜１
１１における開口部１１１ａに重なる第２絶縁膜１２の平坦部１１４）よりもドレイン電
極７側に位置している。
【００８４】
　図１６は、ＨＥＭＴにおける半導体層表面とフィールドプレートとの間の絶縁膜の膜厚
とコラプス率の関係を示すグラフである。図１６におけるＨＥＭＴとして、図１５に示さ
れるトランジスタ１０１が用いられる。コラプス率とは、電流コラプスの程度を示す指標
である。第２実施形態におけるコラプス率は、ストレス印加を行った後に測定したトラン
ジスタ１０１のドレイン電流値を、ストレス印加を行わずに測定したトランジスタ１０１
のドレイン電流値で除すことによって算出される。第２実施形態におけるストレス印加と
は、或る時間の間トランジスタ１０１に対してゲート電圧Ｖｇを－４Ｖ印加すると共に、
ドレイン電圧Ｖｄを５０Ｖ印加することである。コラプス率が１００％に近いほど、高電
圧動作の際にトランジスタ１０１のドレイン電流の減少量が小さくなる。
【００８５】
　図１６に示されるように、絶縁膜１０９の厚さが薄いほど、コラプス率が１００％に近
い値となっている。しかしながら、絶縁膜１０９の厚さを薄くするほど、ゲート電極８と
フィールドプレート１１０との間に発生する容量が大きくなる。このため、ゲート電極８
とフィールドプレート１１０との間（特にゲート電極８の上面８ａ及び側面８ｂ）におけ
る絶縁膜１０９の厚さを大きくすることが好ましい。また、キャップ層５とフィールドプ
レート１１０との間における絶縁膜１０９の厚さを小さくすることが好ましい。図１５に
示されるように、第３絶縁膜１１１において、ゲート電極８とドレイン電極７との間には
開口部１１１ａが設けられている。当該開口部１１１ａ内には、フィールドプレート１１
０が設けられている。したがって、上記構造を備えるトランジスタ１０１によれば、フィ
ールドプレート１１０とキャップ層５との距離を近くすると共に、フィールドプレート１
１０が機能する部分以外の絶縁膜１０９の膜厚を厚くできる。この場合、コラプス率を１
００％に近づけると共に、フィールドプレート１１０とゲート電極８との間に発生する容
量を低減できる。
【００８６】
　次に、図１７～図２０を用いながら第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明す
る。図１７の（ａ）～（ｃ）、図１８の（ａ）～（ｃ）、図１９の（ａ）～（ｃ）、及び
図２０は、第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。
【００８７】
　まず、図１７の（ａ）に示されるように、第１ステップとして、基板２、窒化物半導体
層３、電子供給層４、キャップ層５、ソース電極６、ドレイン電極７、ゲート電極８、第
１絶縁膜１１及び第２絶縁膜１２を有するトランジスタ１ａを形成する。第２実施形態に
おける第１絶縁膜１１は、例えばＳｉＮ膜である。第２絶縁膜１２は、第１絶縁膜１１と
異なる材料からなる膜であればよく、例えばＳｉＯＸ膜である。
【００８８】
　次に、図１７の（ｂ）に示されるように、第２ステップとして、第２絶縁膜１２上に第
３絶縁膜１１１を設ける。これにより、第１絶縁膜１１、第２絶縁膜１２、及び第３絶縁
膜１１１を有する絶縁膜１０９を設ける。第３絶縁膜１１１は、例えばＣＶＤ法によって
設けられる。第３絶縁膜１１１は、第２絶縁膜１２と異なる材料からなる膜であればよく
、例えばＳｉＮ膜である。
【００８９】
　次に、図１７の（ｃ）に示されるように、第３ステップとして、ソース電極６、ドレイ
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ン電極７、及び絶縁膜１０９上にマスク１２０を設ける。マスク１２０は、例えば種々の
塗布法によって形成されたポジ型のレジストマスクである。マスク１２０は、例えば第１
実施形態の第１マスク２１又は第２マスク２２と同一材料を含んでもよい。
【００９０】
　次に、図１８の（ａ）に示されるように、第４ステップとして、例えばフォトリソグラ
フィによってマスク１２０に開口部１２０ａを設ける。方向Ｄ１において、段差１１３の
側面１１３ａからドレイン電極７までの間のマスク１２０の一部に、開口部１２０ａを設
ける。マスク１２０に開口部１２０ａが設けられることによって、第３絶縁膜１１１の一
部を露出する。
【００９１】
　次に、図１８の（ｂ）に示されるように、第５ステップとして、マスク１２０の開口部
１２０ａを介したエッチングにより、露出した第３絶縁膜１１１の一部を除去する。例え
ばＮＦ３及びＣｌ２の混合ガスを用いたドライエッチングによって、第３絶縁膜１１１の
一部を除去する。当該混合ガスは、第２絶縁膜１２に対する第３絶縁膜１１１の選択比が
高いエッチングガス（エッチャント）であるため、第３絶縁膜１１１の一部のみを精度よ
く除去することができる。第３絶縁膜１１１の一部を除去することによって、方向Ｄ１に
おいて、ドレイン電極７とゲート電極８との間の第３絶縁膜１１１に開口部１１１ａを形
成する。つまり、段差１１３の側面１１３ａからドレイン電極７までの間の絶縁膜１０９
の内少なくとも一部１０９ｂの膜厚を減じる。第３絶縁膜１１１に開口部１１１ａを設け
ることによって、第２絶縁膜１２の一部１２ａを露出する。つまり、絶縁膜１０９の内露
出する一部が、第２絶縁膜１２の一部１２ａ（平坦部１１４）となる。また、第３絶縁膜
１１１に開口部１１１ａを設けた後、図１８の（ｃ）に示されるように、第６ステップと
して、マスク１２１を除去する。
【００９２】
　次に、図１９の（ａ）に示されるように、第７ステップとして、ソース電極６、ドレイ
ン電極７、及び絶縁膜１０９上に、マスク１３０として第１マスク１３１及び第２マスク
１３２を順番に設ける。第１マスク１３１及び第２マスク１３２は、第１実施形態の比較
例に係る第１マスク３１及び第２マスク３２にそれぞれ相当する。
【００９３】
　次に、図１９の（ｂ）に示されるように、第８ステップとして、マスク１３０に窓１３
０ａを設ける。具体的には、第１マスク１３１に開口部１３１ａを設けると共に、第２マ
スク１３２に窓１３２ａを設ける。第１マスク１３１の開口部１３１ａは、例えば比較例
に係る開口部３１ａと同一の形状である。第２マスク１３２の窓１３２ａは、例えば比較
例１に係る窓３２ａと同一の形状である。
【００９４】
　次に、図１９の（ｃ）に示されるように、第９ステップとして、マスク１３０を用いて
絶縁膜１０９上にフィールドプレート１１０を形成する。具体的には、第１マスク１３１
の開口部１３１ａ及び第２マスク１３２の窓１３２ａを介して、絶縁膜１０９上に、膜厚
が減じられた領域上の部分を含み、段差１１３から平坦部１１４の領域にかけて延在する
フィールドプレート１１０を形成する。フィールドプレート１１０の形成方法は、例えば
フィールドプレート１０の形成方法と同一でよい。
【００９５】
　最後に、図２０に示されるように、第１０ステップとして、マスク１３０を除去する。
マスク１３０の除去方法は、マスク２０の除去方法と同一でよい。以上によって、トラン
ジスタ１０１を形成する。なお、第１実施形態と同様に、トランジスタ１０１上に絶縁膜
及び配線を設けてもよい。
【００９６】
　以上に説明した、第２実施形態の半導体装置の製造方法と、当該製造方法によって製造
される半導体装置によって得られる効果について説明する。第２実施形態に係る半導体装
置の製造方法では、絶縁膜１０９における段差１１３からドレイン電極７までの間に位置
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する平坦部１１４上の領域の膜厚が減じられる。これにより、フィールドプレート１１０
とキャップ層（半導体層）５との距離を近くし、電流コラプスを低減することができる。
また、この製造方法では、フィールドプレート１１０が機能する部分以外の絶縁膜１０９
の膜厚を、厚く形成することができる。したがって、上記製造方法及び当該製造方法によ
って製造される半導体装置によれば、フィールドプレート１１０とゲート電極８の上面８
ａとの距離を大きくでき、フィールドプレート１１０とゲート電極８との間に発生する容
量を低減することができる。また、フィールドプレート１１０によってドレイン電極７と
ゲート電極８とのカップリングを遮蔽することができる。
【００９７】
　また、絶縁膜１０９は、第１絶縁膜１１と、第１絶縁膜１１上に設けられ、第１絶縁膜
１１と異なる材料からなる第２絶縁膜１２と、第２絶縁膜１２上に設けられ、第２絶縁膜
１２と異なる材料からなる第３絶縁膜１１１と、を有し、絶縁膜１０９の膜厚を薄くする
工程は、ゲート電極８とドレイン電極７との間における絶縁膜１０９の段差１１３の側面
１１３ａからドレイン電極７までの間の第３絶縁膜１１１の一部を除去することにより、
第２絶縁膜１２の一部１２ａを露出する工程を有し、フィールドプレート１１０は、露出
された第２絶縁膜１２の一部１２ａ上に延在して設けられてもよい。この場合、第２絶縁
膜１２と第３絶縁膜１１１とは互いに異なる材料から構成される。このため、第３絶縁膜
１１１の一部をエッチングにて除去する際に、第２絶縁膜１２をエッチングしないように
選択比の高いエッチャントを用いることができる。したがって、第３絶縁膜１１１の一部
のみを精度よく除去することができる。
【００９８】
　また、例えば第２絶縁膜１２をＳｉＮ膜とし、第３絶縁膜１１１をＳｉＯｘ膜としても
よい。この場合、第５ステップにて、例えばバッファードフッ酸を用いたウェットエッチ
ングにより、第３絶縁膜１１１のみを精度よく除去することができる。つまり、バッファ
ードフッ酸は、第２絶縁膜１２に対する第３絶縁膜１１１の選択比が高いエッチャントと
なる。
【００９９】
　図２１は、第２実施形態における第１１変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図２
１に示されるように、トランジスタ１０１Ａにおいて、絶縁膜１０９Ａは、第１絶縁膜１
１Ａと、第２絶縁膜１２Ａと、第３絶縁膜１１１Ａとを有する。第１絶縁膜１１Ａ及び第
２絶縁膜１２Ａは、互いに同一の材料から構成される。第３絶縁膜１１１Ａは、第１絶縁
膜１１Ａ及び第２絶縁膜１２Ａと異なる材料から構成される。この場合であっても、第２
実施形態と同等の効果を奏する。また、第３絶縁膜１１１Ａの一部をエッチングにて除去
する際に、第２絶縁膜１２Ａをエッチングしないように選択比の高いエッチャントを用い
ることができる。したがって、第３絶縁膜１１１Ａのみを精度よく除去することができる
。なお、ゲート電極８の形状を変更し、第１絶縁膜１１Ａ及び第２絶縁膜１２Ａを単一の
膜としてもよい。この場合、当該単一の膜を第１絶縁膜とし、第３絶縁膜１１１Ａに相当
する膜を第２絶縁膜としてもよく、段差１１３及び平坦部１１４が当該第１絶縁膜の表面
に形成されていてもよい。
【０１００】
　図２２は、第２実施形態における第１２変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図２
２に示されるように、第１絶縁膜１１と第２絶縁膜１２とは、互いに異なる材料から構成
される。第３絶縁膜１１１Ｂと第１絶縁膜１１とは、互いに同一の材料から構成される。
また、トランジスタ１０１Ｂにおいて、フィールドプレート１１０Ａのドレイン電極７側
における他端１１０ｃは、第２絶縁膜１２に接触している。つまり、フィールドプレート
１１０Ａの他端１１０ｃは、方向Ｄ２において、絶縁膜１０９Ｂの少なくとも一部１０９
Ｂｂに重なっている。あるいは、フィールドプレート１１０Ａの他端１１０ｃは、方向Ｄ
２において、第３絶縁膜１１１Ｂの開口部１１１Ｂａ内に位置している。この場合であっ
ても、第２実施形態と同等の効果を奏する。さらに、方向Ｄ１から見て、フィールドプレ
ート１１０Ａの他端１１０ｃ側がドレイン電極７に対向する面積が小さくなる。したがっ
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て、フィールドプレート１１０Ａとドレイン電極７との間に発生する容量を低減すること
ができる。
【０１０１】
　図２３は、第２実施形態における第１３変形例に係る半導体装置の断面図を示す。第１
３変形例では、第１２変形例（図２２）のトランジスタ１０１Ｂの第１絶縁膜１１及び第
２絶縁膜１２が、第１１変形例（図２１）の第１絶縁膜１１Ａ及び第２絶縁膜１２Ａに置
換されている。すなわち、図２３に示されるように、トランジスタ１０１Ｃにおいて、絶
縁膜１０９Ｃは、第１絶縁膜１１Ａと、第２絶縁膜１２Ａと、第３絶縁膜１１１Ｂとを有
する。フィールドプレート１１０Ａの他端１１０ｃは、方向Ｄ２において、絶縁膜１０９
Ｃの少なくとも一部１０９Ｃｂに重なっている。この場合であっても、第２実施形態と同
等の効果を奏する。さらに、第１１変形例（図２１）及び第１２変形例（図２２）の効果
を奏する半導体装置が提供される。
【０１０２】
　図２４は、第２実施形態における第１４変形例に係る半導体装置の断面図を示す。図２
４に示されるように、トランジスタ１０１Ｄにおいて、フィールドプレート１１０Ｂのソ
ース電極６側における一端１１０ｄは、ゲート電極８の上面８ａの縁８ｃよりもドレイン
電極７側に位置している。このフィールドプレート１１０Ｂは、第１実施形態と同様の方
法によって形成される。この場合であっても、第２実施形態と同等の効果を奏する。さら
に、第１実施形態と同等の効果を奏することから、フィールドプレート１１０Ｂとゲート
電極８との間に発生する容量が一層低減された半導体装置が提供される。また、フィール
ドプレート１１０Ｂの一端１１０ｄは、段差１１３の上面１１３ｂに接触していなくても
よい。この場合、フィールドプレート１１０Ｂとゲート電極８との間に発生する容量をよ
り一層低減することができる。
【０１０３】
　図２５は、第２実施形態における第１５変形例に係る半導体装置の断面図を示す。第１
５変形例では、第１１変形例（図２１）のトランジスタ１０１Ａのフィールドプレート１
１０が、第１４変形例（図２４）のフィールドプレート１１０Ｂに置換されている。すな
わち、図２５に示されるように、トランジスタ１０１Ｅは、絶縁膜１０９Ａ及びフィール
ドプレート１１０Ｂを備える。この場合であっても、第２実施形態と同等の効果を奏する
。さらに、第１１変形例（図２１）及び第１４変形例（図２４）の効果を奏する半導体装
置が提供される。
【０１０４】
　図２６は、第２実施形態における第１６変形例に係る半導体装置の断面図を示す。第１
６変形例では、第１２変形例（図２２）のトランジスタ１０１Ｂのフィールドプレート１
１０Ａの特徴と、第１４変形例（図２４）のフィールドプレート１１０Ｂの特徴とが組み
合わされている。すなわち、図２６に示されるように、トランジスタ１０１Ｆにおいて、
フィールドプレート１１０Ｃのソース電極６側における一端１１０ｅは、ゲート電極８の
上面８ａの縁８ｃよりもドレイン電極７側に位置している。フィールドプレート１１０Ｃ
の一端１１０ｅの端面１１０ｅ１と、フィールドプレート１１０Ｃ及び絶縁膜１０９Ｂの
界面Ｉ２とがなす角度θ３は、鋭角になっている。また、フィールドプレート１１０Ｃの
ドレイン電極７側における他端１１０ｆは、第２絶縁膜１２に接触している。フィールド
プレート１１０Ｃの他端１１０ｆの端面１１０ｆ１と、界面Ｉ２とがなす角度θ４は、鋭
角になっている。この場合であっても、第２実施形態と同等の効果を奏する。さらに、第
１２変形例（図２２）及び第１４変形例（図２４）の効果を奏する半導体装置が提供され
る。また、フィールドプレート１０のソース電極６側における端部ｅ４の膜厚は、フィー
ルドプレート１０のドレイン電極７側における端部ｅ３の膜厚よりも大きくなる。
【０１０５】
　図２７は、第２実施形態における第１７変形例に係る半導体装置の断面図を示す。第１
７変形例では、第１６変形例（図２６）のトランジスタ１０１Ｆの第１絶縁膜１１及び第
２絶縁膜１２が、第１１変形例（図２１）の第１絶縁膜１１Ａ及び第２絶縁膜１２Ａに置
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換されている。すなわち、図２７に示されるように、トランジスタ１０１Ｇにおいて、フ
ィールドプレート１１０Ｃの他端１１０ｆは、第２絶縁膜１２Ａに接触している。この場
合であっても、第２実施形態と同等の効果を奏する。さらに、第１１変形例（図２１）及
び第１６変形例（図２６）の効果を奏する半導体装置が提供される。
【０１０６】
　本発明による半導体装置の製造方法及び半導体装置は、上述した実施形態に限られるも
のではなく、他に様々な変形が可能である。例えば、上記実施形態及び変形例を適宜組み
合わせてもよい。例えば、第１実施形態の第３変形例に記載された半導体層の層構造を、
第２実施形態に適用してもよい。
【符号の説明】
【０１０７】
　１，１ａ～１ｃ，１Ａ～１Ｇ，１０１，１０１Ａ～１０１Ｇ…トランジスタ、２…基板
、３…窒化物半導体層（半導体層）、４…電子供給層、５…キャップ層（窒化物半導体層
）、６…ソース電極、７…ドレイン電極、８…ゲート電極、９，１０９，１０９Ａ…絶縁
膜、１０，１１０，１１０Ａ～１１０Ｃ…フィールドプレート、２０，１２０，１３０…
マスク（レジスト）、２１，３１，１３１…第１マスク、２２，３２，１３２…第２マス
ク、４１…絶縁膜、４２…バッファ層、４３，４４…窪み、４５，４６…ｎ＋領域、ｅ１
～ｅ４…端部。
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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